
（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第１１号 

（所 管）教職員人事部 教職員人事課 

件  名 
市長からの意見聴取（堺市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例）について 

提 案 理 由 

堺市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を令和４年第３回

市議会（定例会）に提案するに当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定により市長から意見を求められたため、本件を上程するも

のである。 

なお、本件は教育委員会の議決事項であるが、教育委員会の会議を開く暇が

なかったため、教育長に対する事務委任等に関する規則第４条第１項の規定に

より、令和４年８月１６日に教育長において臨時に代理したので、報告するも

のである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

１ 改正の趣旨 

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正及び国家公務員に係

る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」を踏ま

え、本市における非常勤職員に係る育児休業の取得要件等について国家

公務員との権衡を図った措置を講じることとし、所要の改正等を行うも

のであること。 

(2) 地方公務員法の一部改正に伴う堺市職員の定年等に関する条例の一部

改正により、管理監督職勤務上限年齢制が導入されることを踏まえ、育

児休業をすることができない職員の範囲等について見直しを行うことと

し、所要の改正等を行うものであること。 

２ 施行期日 

１(1)については令和４年１０月１日、１(2)については令和５年４月１日 

備 考 

（教職員に関する改正内容） 

地方公務員法の一部改正に伴う堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例

の一部改正により、所要の改正を行うもの 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（教育長の臨時代理により、異議がないものとして回答済であ

る。） 
 










































